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1  国の現状 

最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況」（各年）より 

 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 

申立件数 ３７，２３５ ３９，８０９ ３９，７１９ ４０，９５１ ４１，８４１ 

 後見開始 ２６，３６７ ２８，０５２ ２７，９８８ ２８，３５８ ２８，７８５ 

保佐開始 ７，５３０ ８，１７８ ８，２００ ８，９５２ ９，１５６ 

補助開始 ２，６００ ２，７９５ ２，６５２ ２，７７０ ３，０２６ 

任意後見監督人選任 ７３８ ７８４ ８７９ ８７１ ８７４ 

申立人 ３６，８５８ ３９，３６１ ３９，５７０ ４０，７１７ ４０，７１７ 

 親族 １９，４４７ ２０，７１９ ２０，６１７ ２０，６５３ ２０，５２５ 

市町村長 ８，８２２ ９，１８５ ９，２２９ ９，６０７ ９，９８０ 

本人 ７，４５７ ８，１９８ ８，３０７ ９，０３３ ９，７８６ 

その他 １，１３２ １，２５９ １，４１７ １，４２４ １，３９０ 

申立の動機 ８７，９０１ １０８，６６８ 114，680 １２０，５５９ １２０，５５９ 

 預貯金等の管理・解約 ３２，６０１ ３５，７４４ ３６，２７９ ３７，５３１ ３８，５６１ 

身上保護 ２０，８２８ ２６，４６９ ２７，７６２ ２９，３３０ ３０，５９９ 

介護保険契約 １０，５６２ １４，７３７ １６，０１５ １７，２９３ １８，６２３ 

その他（相続、訴訟等） ２３，９１０ ３１，７１８ ３４，６２４ ３６，４０５ ３２，７７６ 

成年後見人等と本人の関係 ３６，７６４ ３９，５７１ ３９，５６４ ４０，７２９ ４０，７２９ 

 親族 ７，２４２ ７，８５２ ７，５６０ ７，３８１ ７，０７７ 

弁護士 ７，７３１ ８，２０７ ８，６８２ ８，９２５ ８，７９４ 

司法書士 １１，１８４ １１，９６５ １１，７６４ １１，９８３ １１，８７５ 

社会福祉士 ５，４３７ ５，７５３ ５，８４９ ６，１３２ ６，８７３ 

市民後見人 ３１１ ３２０ ２７１ ３４４ ３３１ 

その他 ４，８５９ ５，４７４ ５，４３８ ５，９６４ ６，３７２ 

成年後見制度利用者 ２３２，２８

７ 

２３９，９３３ ２４５，０８７ ２４９，４８４ ２５３，９４１ 

 後見 １７４，６８０ １７７，２４４ １７８，３１６ １７８，７５９ １７９，３７３ 

保佐 ４２，５６９ ４６，２００ ４９，１３４ ５２，０８９ ５４，９１６ 

補助 １２，３８３ １３，８２６ １４，８９８ １５，８６３ １６，８５７ 

任意後見 ２，６５５ ２，６６３ ２，７３９ ２，７７３ ２，７９５ 

 

 
【事務局コメント】令和６年の数値を追加掲載いたしました。（数字は各１月１日～１２月３１日） 

申立件数は対前年比約１０２％と微増しており、市町村長による申立も約１０３％とほぼ

同水準の増加。成年後見人等と本人の関係では、親族以外が選任されたものは全体の約８

２．６％（対前年比 0.8％増）で、親族以外の選任率の高さは継続しています。 

参考：基本計画Ｐ６ 



 

2 

 

2  佐倉市の現状 

（1） 佐倉市の高齢者人口の推移と要支援・要介護認定者の推移 

 

 

 

 

 

 

「市内人口等の推移・各年度末現在（外国人含む）」 〔単位:人〕

平成３１年３月 令和２年３月 令和３年３月 令和４年３月 令和５年３月 令和６年３月 令和７年３月

175,476 174,695 173,216 171,747 171,037 169,930 168,914

61,775 60,429 58,562 56,996 56,109 55,106 54,320

113,701 114,265 114,654 114,751 114,928 114,824 114,594

 40-64歳 59,135 58,868 58,438 58,144 58,005 57,835 57,539

 65-69歳 14,614 13,521 12,712 11,949 11,352 10,831 10,583

 70-74歳 14,437 15,194 16,107 15,954 14,993 13,934 12,850

 75-79歳 11,997 12,409 12,018 12,097 12,895 13,379 14,055

 80-84歳 7,400 7,759 8,272 8,921 9,455 10,292 10,619

 85-89歳 3,831 4,174 4,589 4,992 5,296 5,511 5,781

 90歳以上 2,287 2,340 2,518 2,694 2,932 3,042 3,167

54,566 55,398 56,216 56,607 56,923 56,989 57,055

31.1％ 31.7％ 32.5％ 33.0％ 33.3％ 33.5％ 33.8％

29,051 28,715 28,819 27,903 26,345 24,765 23,433

16.6％ 16.4％ 16.6％ 16.2％ 15.4％ 14.6％ 13.9％

25,515 26,683 27,397 28,704 30,578 32,224 33,622

14.5％ 15.3％ 15.8％ 16.7％ 17.9％ 19.0％ 19.9％

 高齢者人口 (B)

区分

 後期高齢化率 (D/A)

 高齢化率 (B/A)

 前期高齢者人口 (C)

 前期高齢化率 (C/A)

 後期高齢者人口 (D)

 40歳以上

 総人口 (A)

 40歳未満

２．要介護（要支援）認定者数

「市内要支援・要介護認定者の推移・各年度末現在」 〔単位：人〕

7,350 7,681 8,094 8,519 8,908 9,168 9,489

要支援1 1,257 1,232 1,316 1,366 1,424 1,560 1,754

要支援2 1,428 1,494 1,513 1,583 1,624 1,628 1,748

要介護1 1,092 1,150 1,231 1,366 1,451 1,438 1,537

要介護2 1045 1,140 1,169 1,198 1,225 1,317 1,338

要介護3 900 931 1,018 1,020 1,072 1,075 1,008

要介護4 951 1,031 1,111 1,178 1,273 1,321 1,289

要介護5 677 703 736 808 839 829 815

内訳

平成31年３月 令和２年３月 令和３年３月 令和７年３月令和６年３月令和５年３月

要支援・要介護認定者数

項目
令和４年３月

参考：基本計画Ｐ９ 

【事務局コメント】令和７年３月の数値を追加掲載いたしました。 

市内人口は、若年層の減少と後期高齢者の増加傾向は継続しており、後期高齢化率が前期高

齢化を約６．０％上回る状況となりました。 

要介護認定者数も、継続して毎年増加しており、高齢者の約１６．６％が要支援以上の認定

を受けている状況となっています。 



 

3 

 

（2） 佐倉市の障害者手帳等所持者数の推移 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「療育手帳・精神障害者保健福祉手帳所持者数・各年度末現在」 〔単位：人〕

令和２年３月 令和３年３月 　令和４年３月 　令和５年３月 　令和６年３月 　令和６年３月 　令和７年３月

1,028 1,080 1,099 1,121 1,169 1,194 1,229

軽度 375 403 422 416 437 447 456

（内訳） 中度 282 288 293 296 309 316 324

重度 371 389 384 409 423 431 449

1,446 1,571 1,683 1,835 1,872 2,076 2,230

３級 316 383 438 501 513 584 654

２級 885 949 1,010 1,100 1,126 1,242 1,327

１級 245 239 235 234 233 250 249

2,474 2,651 2,782 2,956 3,041 3,270 3,459

「自立支援医療（精神通院）受給者数・各年度末現在」 〔単位：人〕

平成３１年３月 令和２年３月 令和３年３月 　令和４年３月 令和５年３月 令和６年３月 令和７年３月

2,656 2,785 3,130 3,048 3,139 3,304 3,448

（内訳）

療育手帳

精神障害者保健福祉手帳

計

自立支援医療受給者数

参考：基本計画Ｐ１１ 

【事務局コメント】令和７年３月の数値を追加掲載いたしました。 

療育手帳所持者、精神障害者保健福祉手帳所持者及び自立支援医療（精神通院）の受給者

数は、全体として増加傾向にあります。 

自立支援医療（精神通院）の受給者数は、令和３年３月に新型コロナウイルス感染症防止

対策として、受給資格が１年間自動延長されたことによる影響で急増し翌年度一度減少しま

したが、引き続き増加傾向にあります。 
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（3） 佐倉市の成年後見等首長申立の実績 

  

     

        

  

「佐倉市長による成年後見等開始審判請求の実績」

高齢者 〔単位：人〕

後見 保佐 補助

平成３０年 14 14 ‐ ‐

令和元年 16 14 ‐ 2

令和２年 14 11 3 ‐

令和３年 16 11 4 1

令和４年 16 12 1 3

令和５年 8 6 1 1

令和６年 9 7 2 -

障害者 〔単位：人〕

後見 保佐 補助

平成３０年 1 1 ‐ ‐

令和元年 2 ‐ 2 ‐

令和２年 2 1 1 ‐

令和３年 3 1 2 ‐

令和４年 1 1 ‐ ‐

令和５年 0 ‐ ‐ ‐

令和６年 0 ‐ ‐ ‐

数値は各年1月1日から12月31日までの人数

申立年 件数
内訳（類型）

申立年 件数
内訳（類型）

数値は各年1月1日から12月31日までの人数

参考：基本計画Ｐ１２ 

【事務局コメント】令和６年の数値を追加掲載いたしました。 

市長申立への相談・依頼は、地域包括支援センター、相談支援事業、社会福祉課、佐

倉市社会福祉協議会が主たる相談元であり、引き続き多く寄せられています。 

市長申立に至る状況は、身寄りがない単身者や、虐待被害者等が多いことから、「受

任調整会議」で課題の整理や後見人等候補者の選定を受け、申立手続きを進めておりま

す。 
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（4） 佐倉市における成年後見利用者数等の推移 

 

 

 

 

「新規の成年後見等申立者の数」（本人住所地が佐倉市にあるもの） 〔単位：人〕

うち
高齢者数

うち
高齢者数

うち
高齢者数

うち
高齢者数

令和元年 33 23 7 4 4 4 44 31

令和２年 26 22 5 4 1 1 32 27

令和３年 26 23 11 9 2 2 39 34

令和４年 34 30 7 5 6 6 47 41

令和５年 27 20 8 8 3 3 38 31

令和６年 35 29 7 6 0 0 42 35

後見開始 保佐開始 補助開始 合計

数値は各年1月１日から1２月３１日までの人数

参考：基本計画Ｐ１３ 

千葉家庭裁判所提供 
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「新規の成年後見等申立に対し選任された後見人等」（本人住所地が佐倉市にあるもの）

親族 弁護士 司法書士 社会福祉士 社会福祉協議会 その他 合計

11 6 12 12 4 1 46

23.9% 13.0% 26.1% 26.1% 8.7% 2.2% 100%

5 7 5 6 3 7 33

15.2% 21.2% 15.2% 18.2% 9.1% 21.2% 100%

6 8 9 12 3 3 41

14.6% 19.5% 22.0% 29.3% 7.3% 7.3% 100%

13 0 19 15 1 4 33

39.4% 0.0% 57.6% 45.5% 3.0% 12.1% 100%

10 4 12 12 0 7 45

22.2% 8.9% 26.7% 26.7% 0.0% 15.6% 100%

8 5 11 8 3 5 40

20.0% 12.5% 27.5% 20.0% 7.5% 12.5% 100%
令和６年

令和元年

令和２年

令和３年

令和４年

令和５年

（注）１件につき複数の成年後見人等がある場合に、複数の「関係別」に該当することがあるため、事件総数とは一致しな
い。 また、調査日現在の成年後見人等を対象としているため、調査日が異なると数字が異なることがある。

数値は各年1月１日から1２月３１日までの人数

 　　単位：　上段　　人　

　　　   　下段　　全体に対する割合

千葉家庭裁判所提供 
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「成年後見等利用者数」（本人住所地が佐倉市にあるもの） 〔単位：人〕

うち
高齢者数

うち
高齢者数

うち
高齢者数

うち
高齢者数

令和元年 168 110 27 14 13 9 208 133

令和２年 167 106 35 19 13 10 215 135

令和３年 164 105 42 24 14 11 220 140

令和４年 176 118 48 28 16 13 240 159

令和５年 170 108 48 30 15 12 233 150

令和６年 186 117 41 29 13 9 240 155

各年の１２月３１日時点で後見開始、保佐開始又は補助開始の審判がされ、現に成年後見人等による支援を受けている
成年被後見人、被保佐人及び被補助人の数

後見開始 保佐開始 補助開始 合計

参考：基本計画Ｐ１５ 

【事務局コメント】令和６年の数値を追加掲載いたしました。 

住民登録が佐倉市にある方で、成年後見制度を利用している方は、令和６年１２月末現在

で２４０人です（任意後見監督人選任を除く）。 

千葉家庭裁判所提供 
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「成年後見人等の本人との関係」 〔単位：人〕

親族 弁護士 司法書士 社会福祉士 社会福祉協議会 その他 合計

令和元年 95 29 44 28 20 16 232

令和２年 82 32 49 34 17 26 240

令和３年 76 36 45 40 18 25 240

令和４年 91 31 60 47 18 22 269

令和５年 86 26 53 52 19 22 258

令和６年 91 30 54 53 14 26 268

各年１２月３１日現在の人数

参考：基本計画Ｐ１６ 

【事務局コメント】令和６年の数値を追加掲載いたしました。 

住民登録が佐倉市にある成年後見制度利用者においては、令和５年では社会福祉士の選任

数が、引き続き増加傾向です。 

（「その他」２６件：社会福祉協議会以外の法人、社会保険労務士、市民後見人等 ） 
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（5） 成年後見人等を受任可能な専門職等及びその他の支援の状況について 

 

 

「千葉家庭裁判所佐倉支部管内の主な士業数・後見等受任候補者数」〔単位：人〕 

 千葉県     

弁護士会 

千葉      

司法書士会※ 

千葉県     

社会福祉士会 

千葉県 

行政書士会 
合計 

会員数 874 323 1676 120  

 

佐倉支部管内 

後見等受任候補者数 

（前年数） 

15 25 52 12  

 
佐倉支部管内 

受任件数 
― ― 223 23  

            数値は令和 7 年１月１日及び回答作成日現在現在の人数（各団体提供） 

※千葉司法書士会はリーガルサポート千葉県支部提供資料を含む 

 

 

 

  

参考：基本計画Ｐ１７ 

【事務局コメント】令和７年１月１日現在の受任可能な専門職等の状況を掲載しました。 

佐倉市内の受任候補者数は昨年度より微増しておりますが、職種によっては、受任候補者が

減少しています。 

第三者が後見人等に選任される方は、毎年３０件以上ある佐倉市の実情からは、受け手不足

の課題は継続していると言えます。 

なお、市民後見人は令和５年６月末に２５名が養成講座を修了し、名簿登録者は２６名にな

りました。 
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【参考】「佐倉市社会福祉協議会 法人後見事業 受任状況」 

 

                         各年度末での受任件数（佐倉市社会福祉協議会提供） 

【参考】「佐倉市社会福祉協議会 日常生活自立支援事業 利用者状況」 

 

各年度末での利用者数（佐倉市社会福祉協議会提供） 

※その他は身体障害及び手帳未交付の利用者 

参考：基本計画Ｐ１８ 
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３ 市民意識調査  

「佐倉市市民意識調査『成年後見制度利用促進について』の結果」 

                                                       

成年後見制度について知っていますか。 

  
【令和２年度】             【令和３年度】 

  

  【令和４年度】            【令和５年度】 

  【令和６年度】             【令和７年度】（速報値） 

 

 

 

 

 

  

 

 

参考：基本計画Ｐ２１～２２ 
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成年後見制度を利用するための手続きや請求先を知っていますか  

  
  【令和２年度】             【令和３年度】 

  
 
 
 
  【令和４年度】             【令和５年度】 

 
 
 ※令和６年度から項目削除（前頁の設問を選択し変更し統合） 
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成年後見制度の相談窓口である佐倉市成年後見支援センターを知っていますか 

 
【令和２年度】             【令和３年度】 

    

 
【令和４年度】             【令和５年度】 

 

【令和６年度】              【令和７年度】（速報値） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 

 

参考：「年齢」によるクロス集計結果（令和６年度調査による） 

「成年後見制度について知っていますか」 

 

「成年後見制度の相談窓口である佐倉市成年後見支援センターを知っていますか」 
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16.1%
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3.6%

0.0%

0.0%

1.2%

4.9%

1.8%

1.3%

0.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

18~29歳

30~39歳

40~49歳

50~59歳

60~64歳

65~69歳

70~74歳

75歳以上

どんな制度か知っている 手続きも含め知っている 制度があることは知っている 知らない 無回答

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

2.4%

0.0%

0.0%

5.4%

3.6%

2.2%

10.2%

10.5%

9.8%

12.5%

16.3%

12.9%

92.9%

97.8%

88.1%

87.2%

85.4%

85.7%

80.0%

80.6%

3.6%

0.0%

1.7%

2.3%

2.4%

1.8%

3.8%

1.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

18~29歳

30~39歳

40~49歳

50~59歳

60~64歳

65~69歳

70~74歳

75歳以上

相談したことがある 知っている 知らない 無回答

【事務局コメント】令和７年度速報値までの市民意識調査結果によるグラフと、令和６年度の

確定値に基づく年齢層によるクロス集計結果を掲載しました。 

 令和６年度からは調査全体の見直しの中で設問を一問減らし、選択肢も修正しています。 

 年度による数値の変動はありますが、全体の傾向に大きな変化はありません。市としては、

必要な人に必要な支援が届くよう、成年後見支援センターを居宅介護支援事業所や相談支援事

業所等の支援者に理解していただく事を重視しながら、「相談したことがある」市民の割合を

増やしていくことが求められます。 
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４ 基本目標１「成年後見制度の周知及び啓発の強化」に関する取組  

 

【従来から継続した取組】 

 

【令和２年度からの新たな取組】 

■地域連携ネットワーク 

づくり研修会 

 

令和２年度 

１回 

対象：施設相談員              参加者 １２名 

「佐倉市成年後見制度利用促進基本計画・成年後見制度」 

令和３年度 

１回 

対象：施設職員、包括支援センター、相談支援事業所         

「成年後見制度と入居者の財産管理、権利擁護」 

シンポジウム「滞納者への対応」  参加者 １８名 

令和４年度 

１回 

対象：介護支援専門員       参加者４８名 

「成年後見制度の概要・本人を取り巻くネットワーク」 

令和５年度 

７回 

対象：市内民生委員児童委員 

「成年後見制度と地域連携ネットワークについて」 

「成年後見支援センターの業務紹介」 

令和６年度 

１回 

対象：市内福祉関係者       参加者１５名 

「専門職に学ぶ、支援者のための成年後見制度」 

■市内金融機関へのチラシの配布（成年後見制度相談者のつなぎの依頼や出張相談会の案内） 

■パンフレット刷新への準備（令和２年度）、パンフレット刷新（令和３年度） 

 

 

 

■「佐倉市成年後見支援センター」ホームページによる啓発      

■専門相談の相談日の掲載（「こうほう佐倉」、チラシ配布）           

■関係機関等へのパンフレットの配布 

■出張説明会の

実施 

令和３年度         ２回 

令和４年度         ３回 

令和５年度         ４回 

令和６年度         １回 

■成年後見制度 

研修会・講演会 

の開催 

令和３年度 「成年後見制度の概要・申立書の書き方」 参加者 １８人 

令和４年度 「任意後見契約」「公正証書遺言」    参加者 ３７人 

令和５年度 「任意後見契約」「公正証書遺言」    参加者 ４９人 

令和６年度 「成年後見制度」「家族信託」      参加者 ５２人 

【事務局コメント】 

 介護・福祉関連事業所や金融機関へは成年後見（権利擁護）に関する相談先として成年後

見支援センターが浸透してきており、周知先や方法・内容を市担当課と中核機関の担当者に

よる毎月の「佐倉市成年後見制度利用促進に向けての企画運営会議」において検討しながら

事業を実施しています。 

参考：基本計画Ｐ３７ 
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５ 基本目標２「相談機能及び成年後見人等支援の強化」に関する取組 

 

【従来から継続した取組】 

 

■成年後見支援センター窓口での 

一般相談 

令和３年度                 ５０２件 

令和４年度                ５６４件 

令和５年度              ４３１件 

令和６年度              ３５４件 

■専門職相談会 

※弁護士・司法書士による相談対応 

令和３年度                       ５３件 

令和４年度               ４８件 

令和５年度               ４８件 

令和６年度               ５６件 

■後見人への支援 

令和３年度 ●過去の相談者（親族後見人）への現況確認、 

窓口案内          対象者７名 

●成年後見人への相談対応、地域情報提供等 

●新たな後見人候補者の推薦を含めた 

家庭裁判所との相談・連携 

令和４年度 ●成年後見人への相談対応、地域情報提供等 

●新たな後見人候補者の推薦を含めた 

家庭裁判所との相談・連携 

令和５年度 ●成年後見人への相談対応、支援チーム編成支

援、専門職等から協力を得られるための支援、

地域情報の提供、成年後見事務の支援や助言 

●新たな後見人候補者の推薦を含めた 

家庭裁判所との相談・連携 

令和６年度 ●成年後見人への相談対応、支援チーム編成支

援、専門職等から協力を得られるための支援、

地域情報の提供、成年後見事務の支援や助言 

●新たな後見人候補者の推薦を含めた 

家庭裁判所との相談・連携 

■成年後見制度利用支援事業 

 （後見人等報酬助成事業） 

令和３年度 
高齢者         ２４件 

障害者        ８件 

令和４年度 
高齢者        ２５件 

障害者        １１件 

令和５年度 
高齢者        ２２件 

障害者        １４件 

令和６年度 
高齢者        ２２件 

障害者        １４件 

参考：基本計画Ｐ３９ 
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【令和２年度（中核機関設置後）からの新たな取組】 

■受任調整会議 

令和２年度 
第１回  市長申立案件    高齢者 ２件 

第２回（書面開催）市長申立案件 高齢者 １件、障害者 １件 

令和３年度 

第１回  市長申立案件    高齢者 ３件 

第２回  市長申立案件    高齢者 ２件 

第３回  市長申立案件    高齢者 ２件 

第４回  市長申立案件    高齢者 ２件 

令和４年度 

※課題解決後の 

後見人等交代の 

検討を含む 

第１回  市長申立案     高齢者 ３件、障害者 １件 

第２回  市長申立案件    高齢者 ２件、障害者 １件 

第３回  市長申立案件    高齢者 １件 

第４回  市長申立案件    高齢者 ２件 

令和５年度 

第１回  市長申立案件    高齢者 １件 

第２回  市長申立案件    高齢者 １件、障害者 １件 

第３回  市長申立案件    高齢者 ３件 

第４回  市長申立案件    高齢者 ２件、障害者 １件 

令和６年度 

第１回  市長申立案件    高齢者 ３件、障害者 ２件 

第２回  市長申立案件    高齢者 １件 

第３回  市長申立案件    高齢者 ３件 

第４回  市長申立案件    高齢者 ３件、障害者 １件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事務局コメント】 

一般相談は、令和５年度においては減少しました。専門相談については、事前に予約枠が

ほぼ埋まる状況が続いております。 

受任調整会議は、令和３年度より年４回開催し、「法的課題解決後の後見人等の交代」も

含めた検討を行っています。また、支援を要する事例を取り上げ、アセスメントや課題の整

理を行うとともに、幅広い権利擁護支援の検討も開始しています。 

中核機関では、事例検討を通じ、チーム支援の一環として介護支援専門員や地域包括支援

センター職員、（障害の）相談支援専門員等の“支える人への支援”を開始しています。 
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６ 基本目標３「後見人等の養成」に関する取組 

 

【従来から継続した取組】 

■市民後見人候補者名簿登録者向け 

スキルアップ研修                         

令和３年度  ３回（６月、１１月、３月） 

令和４年度  ３回（６月、１１月、２月） 

令和５年度  ３回（６月、１１月、３月） 

令和６年度  ３回（４月、１０月、２月） 

■市民後見人候補者名簿登録者数                         （令和６年度末）        ２６名 

■市民後見人養成講座（第２回）  令和４年度 
１２月１７日開講～（令和５年度） 

 受講者２５名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事務局コメント】令和５年度に第２回佐倉市市民後見人養成講座を実施し、２５名が受講

し、全員が修了しました。実施にむけては、深い関心のある方、担い手として活動希望のあ

る方に広く参加いただくため、年齢に係る事項について要綱の見直しを行いました。 

 

参考：基本計画Ｐ４３ 
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７ その他の取組 

■中核機関運営会議 

令和３年度 

第１回 

「成年後見支援センター事業について」 

「NPO法人佐倉市民後見人協会について」 

令和３年度 

第２回 

「佐倉市成年後見支援センター事業報告、今後につい

て」 

「コロナ禍での事業展開について」 

令和４年度 

第１回 

「成年後見支援センター事業について」 

「NPO法人の受任報告について」 

令和４年度 

第２回 

「成年後見支援センター事業の進捗状況について」 

「市民後見人養成講座の開講について」 

「NPO法人の受任報告について」 

令和５年度 

第１回 

「令和５年成年後見支援センターの事業について」 

「第２回市民後見人養成講座の報告について」 

令和５年度 

第２回 

「令和５年成年後見支援センターの事業報告について」 

「佐倉市総合支援協議会 啓発・権利擁護部会からの報

告について」 

令和６年度 

第１回 
「第１回地域連携ネットワーク協議会の開催」 

令和６年度 

第２回 
「第２回地域連携ネットワーク協議会の開催」 

■佐倉市成年後見制度利用促進に向けての企画運営会議 

令和３年度      １３回 

令和４年度      １２回 

令和５年度      １２回 

令和６年度      １２回 

 

【事務局コメント】 

中核機関の運営にあたり、「中核機関運営会議」を開催し、各専門職の方々や家庭裁判所

の参加をいただき、事業の方向性の検討や調整等を行うとともに、地域連携ネットワーク構

築に向けての協議が行われています。  

また、市担当課と中核機関の担当者による「佐倉市成年後見制度利用促進に向けての企画

運営会議」は、昨年度に引続き毎月開催し、各種事業の実施に向けての企画等を行っていま

す。 


